
令和8年度 富士見町建設工事における発注標準等について

１．総合評定別発注標準表

・工事金額は請負工事設計金額（消費税含む）です。
・この表は、入札参加資格者の標準的な区分であり、個別案件ごとに具体的な参加要件を定めます。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

設計金額 500万円以上 1,000万円未満 500万円未満 500万円未満

総合評定値 ９０６以上 ７５５～９０５ 655～754 654以下

設計金額 500万円以上 1,000万円未満 500万円未満

総合評定値 845以上 705～844 704以下

設計金額 500万円以上 1,000万円未満 500万円未満

総合評定値 805以上 705～804 704以下

設計金額 全工事 1,000万円未満 500万円未満

総合評定値 805以上 804～580 579以下

設計金額 全工事 1,000万円未満

総合評定値 790以上 789以下

設計金額 全工事 1,000万円未満

総合評定値 805以上 804以下

２．客観点数の項目

・客観点数の調査対象は、町内に本店（委任を受けた営業所等を含む）を有する資格者です。

項目 点数

所在地要件
①２５
②１５

災害協定 20

地域ボランティア活
動等

①１０
②５

消防団協力
①５
②３

除雪協力
（建設部門）

最大３０

水道休日当番
（水道部門）

最大３０前年度に水道休日当番の実績を有する事業者

土木一式工事

建築一式工事

管工事・その他

舗装工事

水道施設工事

内容

電気工事

富士見町内に本社又は営業所等を有する業者に加点する。
① 町内に本社を有する業者
② 町内に営業所・支店等を有する業者
支店（営業所）は開設後5年以上経過かつ常勤社員数が3人以上い
ること。

富士見町と災害協定を締結している事業者に加点する。
・建設部門　水道施設・管以外の建設工事等の入札に加点する。
・水道部門　水道施設・管のみ加点する。

過去１年間において、次の無償ボランティア実績がある場合にそれぞ
れ加点する。
①町との協議による公共施設及び町道等の整備
②自主的及び集落からの依頼による公共施設及び町道等の整備（除
雪）【2回以上】

①富士見町消防団協力事業所表示制度に登録している者
②富士見町消防団員が所属している事業者（２名以上所属している
場合さらに+２点）

除雪担当路線（町道・町内の県道）を有する事業者
　（塩ｶﾙ散布（町道・町内の県道）の実績を有する場合を含む）


